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(2)国土審議会計画部会中間とりまとめ 

国土審議会計画部会では、昨年 9月の発足以来、国土形成計画（全国計画）の策定に向けた検討

を進めてきたが、平成 18 年 11 月 16 日これまでの検討結果の中間報告がなされた。戦略的取組の

柱として「シームレスアジアの実現」があげられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「シームレスアジアの実現」に向けた施策として「③シームレスアジアを支える国土 

 

基盤の形成」が掲げられており、その１つしとして「貨物翌日配達圏形成の促進」が挙げられて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３．計画のねらいと戦略的取組 

（1）シームレスアジアの実現 

東アジア諸国とわが国の相互依存関係はますます深まっており、これらの国々との

競争関係を念頭に置きつつ、人的・物的・経済的・技術的等各分野での交流と連携を

強化することにより、共に発展していく姿を追求していくことが求められている。 

そのためにも、これらを支える基盤の整備が重要である。 

一方で、相互に陸路で結ばれた東アジアの近隣諸国が、アジアハイウェイやトラン

スアジアレイルウェイ構想等の推進を通じてその結束強化を進めつつあり、海を隔て

た我が国においては、東アジアにおける交通ネットワークとの連続性、互換性の確保

の面での立ち後れが危惧されている。 

これらの情勢に対応し、我が国と東アジア近隣諸国との交流・連携を支えていくた

めには、東アジアにおけるヒト・モノ・情報の更なる迅速かつ円滑な流れ、すなわち

シームレスアジアの実現が求められる。 

（抜粋：平成18年11月16日国土審議会第15回計画部会） 

［貨物翌日配達圏形成の促進］ 

貨物翌日配達圏の形成に当たっては、国際物流においても定時性や速達性、輸送頻

度などの点で国内物流と同水準のサービスが求められることから、各広域ブロックの

ほぼ全域が国際フェリー、Ro-Ro船等による高速海上輸送や航空貨物輸送等を駆使し

た複合一貫輸送サービス（マルチモーダル）のメリットを享受できるよう、広域ブロ

ックゲートウェイとしての機能を有する国際港湾を適正に配置するとともに、国際貨

物を迅速かつ円滑に処理できる陸海空の重層的な輸送ネットワークを形成する必要

がある。 

特に国際港湾においては、各広域ブロックの連携パートナーとして日本海を介した

貨物輸送需要の高い特定の東アジア都市港湾との間の高速海上輸送ネットワーク形

成を支援するため、国際フェリー、Ro-Ro船等ターミナルや地域の基幹交通ネットワ

ークとの複合一貫輸送機能の強化、物流拠点施設におけるロジスティクス機能の高度

化等の戦略的、重点的な充実・拡張及び24時間運営並びにこれらターミナル間の相互

連携等を促進するべきである。 

またこれらの国際港湾のコスト、サービス水準の向上に向けて、スーパー中枢港湾

における先導的な取組を活かすとともに、輸出入・港湾手続等を簡素化・効率化し、

システムのネットワーク化についても促進するべきである。 

（抜粋：平成18年11月16日国土審議会第15回計画部会） 
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(3)貿易諸制度の抜本的な改革を求める((社)日本経済団体連合会) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－グローバル・サプライチェーンを踏まえた具体的改革の方向－（2006 年 11 月） 
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(4)国際物流競争力強化のための行動計画 

国土交通省は、経済産業省と連携し、2006 年 8 月に国際物流競争力パートナーシップ会議を設

立。2006 年 12 月 22 日の第 2 回同会議において「国際物流競争力の強化のための行動計画」を決

定。同行動計画は、アジアワイド、特に ASEAN のシームレス物流圏の構築を目指すため、ASEAN に

おける広域物流網の整備、物流関連の人材育成、物流資材の高度利活用、輸出入通関手続の電子化

等に加え、我が国の通関システムの改革及び国際物流インフラ整備等を内容としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標達成に向けた5つの行動計画
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(5)海上物流の基盤強化支援 

平成 18 年通常国会において成立した「海上物流の基盤強化を図るための港湾法等の一部を改正

する法律」（平成 18 年法律第 38 号）には以下のような支援策が盛り込まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)アジア・ゲートウェイ構想 

平成 18 年 12 月 19 日に開催されたアジア・ゲートウェイ戦略会議（主宰：内閣総理大臣）にお

いて、「アジア・ゲートウェイ構想の基本的考え方」が示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)経済・貿易政策の展開 

 

 

 

FTA/EPA の進展 

ＦＴＡ（自由貿易協定） 
ＦＴＡとは、ある国や地域の間だけで、輸出入品

にかかる関税や外資規制などを取り払い、それ

らの地域間で、物やサービスの行き来（貿易）を

自由にすることを目的とした協定 

ＥＰＡ（経済提携協定） 
ＦＴＡの内容を基礎にしながら、より幅広い経済的な関係を強

化するため、貿易の自由化だけでなく、投資、人の移動、知的

財産権や競争政策でのルール作りや、さまざまな分野での協

力なども取り込み、経済のより広い範囲を対象とした協定 
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資料：外務省

WTO ドーハ・ラウンド交渉（2001 年～）：「貿易円滑化」が交渉議題に 

資料：外務省


